
鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱 

 

平成１７年１月２６日制定 

最終改正 令和２年１０月２８日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市建設工事入札参加資格審査要綱（平成１７年１月２６日制定。以

下「審査要綱」という。）第４条の規定による有資格者の格付（以下「格付」という。）につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、建設工事入札参加資格審査要綱で使用する用語の

例による。 

 

（格付等級） 

第３条 格付は、次の各号に掲げる発注工事種別ごとに、当該各号に定める等級に区分して行

う。ただし、審査要綱第２条の規定による告示において定める定期申請（以下「定期申請」

という。）において、発注工事種別を希望する者が１２者に満たない場合は、その発注工事種

別については格付を行わない。 

⑴ 土木一式工事（一般） ４等級（Ａ級、Ｂ級、Ｃ級、Ｄ級） 

⑵ 舗装工事（アスファルト） ２等級（Ａ級、Ｂ級） 

⑶ 建築一式工事（一般） ３等級（Ａ級、Ｂ級、Ｃ級） 

⑷ 管工事 ３等級（Ａ級、Ｂ級、Ｃ級） 

⑸ 電気工事 ３等級（Ａ級、Ｂ級、Ｃ級） 

⑹ 造園工事 ２等級（Ａ級、Ｂ級） 

 

（格付の方法） 

第４条 格付は、次に定めるところにより行う。 

⑴ 次条の規定により各有資格者の技術力、経営力、実績、姿勢等を総合的に評価・採点し

た点数（以下「総合点数」という。）を算定し、最下位の等級以外の等級については、総合

点数が当該等級ごとに市長が別に定める基準点数（格付の有効期間の中途に行う格付にお

いては、当該期間の当初に行った格付において当該等級に格付された有資格者のうち、総

合点数が最も低かった者の総合点数）以上となる者（上位の等級に格付する者を除く。）を

当該等級に格付する｡ 

⑵ 前号の規定にかかわらず、次のア又はイに掲げる場合にあっては、当該ア又はイに定め

るところにより格付する。 

ア その発注工事種別について定期申請に係る入札参加資格の審査基準日として市長が

別に定める日に有資格者であった者（以下「前回の有資格者」という。）が定期申請を行



い、引き続き有資格者となった場合（以下「継続格付の場合」という。）であって、次の

（ア）又は（イ）に該当するときは、当該（ア）又は（イ）に定める等級に格付する。 

（ア）前号の規定によれば前回の格付における等級より２等級以上上位の等級に格付され

るとき。前回の格付における等級より１級上位の等級 

（イ）前号の規定によれば前回の格付における等級より２等級以上下位の等級に格付され

るとき。前回の格付における等級より１等級下位の等級 

イ 前回の有資格者ではない者が申請書を提出し、有資格者となった場合又は前回の有資

格者が定期申請の提出期限後に申請書を提出し、有資格者となった場合（次号に掲げる

場合を除く。）は、その申請した発注工事種別における最下位の等級に格付する。 

⑶ 前回の有資格者が定期申請の提出期限後市長が別に定める日までに申請書を提出した

ときは、定期申請をしたものとみなし、継続格付の場合に該当するものとする。この場合

において、その者の格付は、第１号又は前号アの規定により格付される等級の１級下位の

等級に格付する。 

⑷ 前３号の規定によれば別表に掲げる等級に格付されることとなる者が、当該等級につい

て同表に定める要件を具備していないときは、その者は当該等級の１級下位の等級（当該

１級下位の等級についても同表に定める要件を具備していないときは、その１級下位の等

級）に格付する。 

 

（総合点数等） 

第５条 総合点数は、次項の規定により算出した点数（以下「客観点数」という｡）と第３項の

規定により算出した点数（以下「主観点数」という｡）を合計した点数とする｡ 

２ 客観点数は、有資格者が格付の直前に受けた経営事項審査（市長が別に定める期間内のい

ずれかの日を審査基準日とするものに限る。以下「直前審査」という。）の評点及び当該審査

基準日の直前の審査基準日における経営事項審査の評点の平均点とする。 

３ 主観点数は、格付けを行う日（以下「格付日」という。）における次に掲げる加点及び減点

を合計した点数とする 

⑴ 工事成績による加点 

各有資格者について、平均工事成績（鳥取市が発注し、鳥取市工事検査規程（昭和６１

年鳥取市訓令第８号）に基づく完成検査が格付日の属する年の５年前（発注工事種別が土

木一式工事（一般）又は舗装工事（アスファルト）にあっては、３年前）の年の１月１日

から格付日の属する年の前年の１２月３１日までの間に行われ、その結果に基づいて工事

成績の評定が行われた建設工事に係る当該評定の点数の平均点）に３．０を乗じて得た点

数とし、３００点を限度とする。ただし、平均工事成績の対象となる期間内に対象となる

工事がない有資格者にあっては、その者の前回の格付の等級（前回の格付がない有資格者

にあっては、当該発注工事種別の最下位等級とする。）に格付されていた有資格者の、格付

の日の属する年の最も直前の年の平均工事成績の平均点と最低点（６５点未満のときは、

６５点とする。）を合計した点数を２で除して得た点数（当該点数に小数第１位未満の端

数があるときは、これを切り捨てる）とする。 

⑵ 優良建設工事にかかる加点（２０点を限度とする。） 



格付日の属する年度の前年度及び前々年度に、鳥取市優良建設工事表彰要領に基づき市

長から表彰を受けた者について、当該工事１件につき１０点 

⑶ 次に掲げる研修受講による加点（３０点を限度とする。） 

格付日の属する年度の前年度及び前々年度に行われた下記の研修の受講者（別に定める

ところにより受講効果が認められた者に限り、イの研修にあっては、有資格者の常勤役員

（有資格者が個人の場合は、代表者）に限る。）の所属する有資格者について、別に定め

るところにより算定した点数をもって次式のとおり算定を行う。 

   研修受講点数＝（前年度点数＋前々年度点数）÷２ 

ア 建設工事の施工技術に関する研修、その他建設業者の技術者等実務従事者が受講す

るのが効果的な技術に係る研修 

イ 建設業の経営に関する研修、その他建設業者の経営幹部が受講するのが効果的な研

修 

ウ 人権問題や同和問題に関する研修、その他建設業者の経営幹部と実務従事者の両方

が受講するのが効果的な研修 

⑷ 行政処分等による減点 

 ア 格付日の属する年の前年及び前々年に建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」

という。）に基づく行政処分を受けた者 処分の種類に応じ次に定める点数を限度とす

る。 

 （ア）営業停止 １０点 

 （イ）指示処分 ７点 

 イ 格付日の属する年の前年及び前々年に市長から指名停止の措置を受けた者 指名停

止の期間に応じ次に定める点数を限度とする。 

 （ア）１月以内      ５点 

 （イ）１月を超え３月以内 １０点 

 （ウ）３月を超え５月以内 １５点 

 （エ）５月を超える    ２５点 

 ウ 格付日の属する年の前年の６月１日現在の状況報告において、障害者の雇用の促進等

に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第４３条の雇用義務を達成できなかった者

５点 

 エ その他市長が悪質と認める法令違反を犯した者 市長が別に定める点数（１５点を限

度とする。） 

⑸ ＩＳＯ認証取得等による加点 

   国際標準化機構の制定するＩＳＯ９００１若しくはＩＳＯ１４００１又は鳥取県の制

定する鳥取県版環境管理システム（ＴＥＡＳ）Ｉ種の認証を取得している者 ５点 

⑹ 男女共同参画推進等による加点 

鳥取県が定める「鳥取県男女共同参画推進企業認定要綱」又は市が定める「鳥取市男

女共同参画かがやき企業認定要綱」により認定を受けた者 それぞれ５点 

⑺ 変更届の提出遅滞による減点 

継続格付の場合において、その入札参加資格の有効期間中に入札参加資格、格付、契約



業務等に影響する変更届の提出遅延、未提出が発生した場合は次に定める点数を限度とす

る。 

  ア 提出遅延が１回目（１か月を超えて３か月未満）の場合  ０点 

  イ 提出遅延が１回目（３か月以上）の場合  ５点 

  ウ 提出遅延が２回目以降の場合  ２回目以降の遅延１回につき５点をア又はイの点

数に加算した点 

  エ 変更届の未提出を確認した場合  １０点 

 

（降格及び昇格） 

第６条 格付は、次の各号に定めるところにより降格又は昇格させるときを除き、その有効期

間中は変更しない。 

⑴ 別表に掲げる等級に格付された者が、同表に定める要件を具備しなくなったときは、そ

の者を当該等級の直近下位の等級に降格させる。 

⑵ 前号の規定により降格された者が、別表に定める要件を再び具備した場合において、市

長がその者からの申請に基づき適当と認めたときは、再び元の等級に昇格させる。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれかに

該当するに至った者について、市長が必要であると認めたときは、下位の等級に降格させ

る。 

⑷ その他市長が特に必要と認める場合は、必要と認める範囲内で降格又は昇格させる。 

 

（名簿登載等） 

第７条 第４条の規定により格付を行い、又は前条の規定により格付を変更した場合には、格

付等級、総合点数及びその他の項目を本人に通知し、格付名簿を作成したときは、速やかに

公表するものとする。 

 

   附 則 

この要綱は、平成１７年２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成１９年４月２日から施行し、平成１９年度以降の格付から適用する。 

（平成１９年度及び平成２０年度の格付の特例） 

２ 平成１９年度及び平成２０年度の格付に係る第４条第３項第３号の規定の適用について

は、同号中「３０点」とあるのは、「３０点（部落解放鳥取県企業連合会の会員である有

資格建設業者にあっては、３３点）」とする。 

附 則 

この要綱は、平成１９年６月１日から施行し、平成１９年度以降の格付から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年５月１日から施行し、平成２１年度以降の格付から適用する。 

   附 則 



 この要綱は、平成２４年１１月１日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市建設工事入

札参加資格者格付要綱の規定は、平成２５年度以降の格付（当該格付が適用される年度を平成

２５年度以降とするものをいう。）から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年１０月２８日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市入札参加

者格付要綱の規定は、平成２７年度以降の格付（当該格付が適用される年度を平成２７年度以

降の年度とするものをいう。）から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月２１日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市入札参加

者格付要綱の規定は、平成２９年度以降の格付（当該格付が適用される年度を平成２９年度以

降の年度とするものをいう。）から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月３０日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市入札参加

資格者格付要綱の規定は、平成３１年度以降の格付（当該格付が適用される年度を平成３１年

度以降の年度とするものをいう。）から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月２８日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市入札参加資

格者格付要綱の規定は、令和３年度以降の格付（当該格付が適用される年度を令和３年度以降

の年度とするものをいう。）から適用する。 

 



別表（第３条及び第５条関係） 

等 級   要  件 

土木一式

工事（一

般）Ａ級 

⑴ 基準日において、１級技術者を４名以上有すること。ただし、そのうち

３名以上は、基準日において６月以上継続して雇用されており、かつ、発

注者が国、地方公共団体又は法人税法(昭和４０年法律第３４号)別表第１

に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）である建設工事を５年以内に直

接請け負った者の現場代理人又は主任技術者（監理技術者等を含む。）とし

て勤務した経験を有するものであること。 

⑵ 土木工事業について、法第３条第６項に規定する特定建設業の許可を受

けていること。 

土木一式

工事（一

般）Ｂ級 

 基準日において、１級技術者を１名以上有すること。 

建築一式

工事（一

般）Ａ級 

⑴ 基準日において、１級技術者を３名以上有すること。 

⑵ 建築工事業について、法第３条第６項に規定する特定建設業の許可を受

けていること。 

建築一式

工事（一

般）Ｂ級 

 基準日において、１級技術者を１名以上有すること。 

管工事 

  Ａ級 

⑴ 基準日において、１級技術者を２名以上有すること。 

⑵ 基準日において、１級技能士（配管）を２名以上有すること。 

管工事 

  Ｂ級 

⑴ 基準日において、１級の技術者を１名以上有すること。 

⑵ 基準日において、１級技能士（配管）を１名以上有すること。 

電気工事 

  Ａ級 

⑴ 基準日において、１級技術者を３名以上有すること。 

⑵ 基準日において、第１種電気工事士を２名以上有すること。 

電気工事 

Ｂ級 

⑴ 基準日において、１級技術者を１名以上有すること。 

⑵ 基準日において、第１種電気工事士を１名以上有すること。 

造園工事 

  Ａ級 

⑴ 基準日において、１級技術者を１名以上有すること。 

⑵ 基準日において、１級技能士（造園）を１名以上有すること。 

 

備考 

１ 「１級技術者」とは、法第１５条第２号イに該当する者又はハの規定により国土交通大

臣がこれと同等以上の能力を有すると認定した者（建築一式工事（一般）については、建

築士法（昭和２５年法律第２０２号）による１級建築士の試験に合格し、免許証の交付を

申請中の者を含む。）をいう。 

２ 「１級技能士（配管）」とは、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第４４条

による技能検定（以下「技能検定」という。）のうち、検定職種を１級の冷凍空気調和機器

施工、配管（職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号）による



改正後の配管にあっては、選択科目を「建築配管作業」とした場合に限る。以下同じ。）、

空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格した者をいう。 

 ３ 「１級技能士（造園）」とは、技能検定のうち、検定職種を１級の造園とするものに合格

した者をいう。 

 ４ 「第１種電気工事士」とは、電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）による第 1 種

電気工事士免状の交付を受けた者をいう。 

 ５ 「基準日」は、市長が別に定める。ただし、第５条第２号の規定による昇格に係る場合

にあっては、当該昇格に係る申請のあった日とする。 

６ この表に定める要件を判断する場合の１級技術者（管工事Ｂ級及び電気工事を除く。）、

１級技能士(配管)（管工事Ｂ級を除く。）又は１級技能士（造園）の人数の算定において

は、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第７条第１号イに定める経営業

務の管理責任者、同号ロに定める役員等としての経験を有する者及び当該役員等とし

ての経験を有する者を直接に補佐する者並びに法第７条第２号に定める営業所の専任

技術者は、当該人数に含めないものとする。 

 


